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今月のトピックス

（写真提供　共同通信社）

東日本大震災被災地支援
◇第 53回朝日新聞社杯競輪祭（GⅠ）決勝成績◇

＝ 12 月 4 日小倉 11R・先頭固定競走 2425m＝

▽決め手＝差し ▽ 2 枠複❷－❹ 　　390 円②
 ▽ 2 車単④－② 　　920 円③
 ▽ 3 連単④②⑨ 4,520 円⑩

◆長塚智広が優勝　「東日本大震災被災地支援　第 53回 朝日新聞
　社杯競輪祭」
　「東日本大震災被災地支援　第 53 回朝日新聞社杯競輪祭（G
Ⅰ）」決勝戦は12月4日、小倉競輪場で行われ、長塚智広（茨
城）が優勝した。長塚はGⅠ初制覇。賞金 2590 万円（副賞含む）
と「KEIRINグランプリ2011」（12月30日　平塚競輪場）の出場
権を獲得した。2着には武田豊樹（茨城）、3着には海老根恵太（千
葉）が入った。
長塚智広選手の話：武田さんとは離れないように、お客さんの期待
に応えようと考えながら走りました。グランプリ出場は夢のようです。
出る以上は優勝目指してがんばります。

◆ S級 S班選手決まる
　平成 24 年 S 級 S 班の選手が以下のように決まった。適用期間
は平成 23 年 12月27日から平成 24 年 12月26日まで。平成 24
年から人数は9人になる。
村上義弘（73 期　京都）、深谷知広（96 期　愛知）、浅井康太（90
期　三重）、伏見俊昭（75 期　福島）、長塚智広（81 期　茨城）、
山口幸二（62 期　岐阜）、武田豊樹（88 期　茨城）、佐藤友和（88
期　岩手）、成田和也（88 期　福島）

◆前橋競輪場でもミッドナイト競輪開催
　インターネット利用者向けに小倉競輪場で開催されているミッドナイ
ト競輪が平成 24 年 2月2日（木）から前橋競輪場でも開催される
ことになった。
　また、これに先立つ平成 24 年 1月からのミッドナイト競輪では、今
までの「2車複」「2車単」「「3連複」「3連単」に加え、「ワイド」
が発売される。
開催日程は以下の通り。
【小倉競輪場】
平成 24 年 1月27日（金）～28日（土）
同　　　　2月10日（金）～11日（土）
同　　　　2月24日（金）～25日（土）
【前橋競輪場】
平成 24 年 2月  2日（木）～ 　3日（金）
同　　　　2月16日（木）～17日（金）
同　　　　3月  1日（木）～ 　2日（金）
同　　　　3月15日（木）～16日（金）

着
順
枠
番
車
番

登
録
上がり
着  差

今回
成績

年
令選手名

 １ ❹ ④ 長塚　智広 33 茨城 11秒５ ❷❷①
 ２ ❷ ② 武田　豊樹 37 茨城 タイヤ差 ❶❶①
 ３ ❻ ⑨ 海老根恵太 34 千葉 3/4身 ❸❾②
 ４ ❻ ⑧ 稲垣　裕之 34 京都 ２身 ①①③
 ５ ❶ ① 大塚健一郎 34 大分 ３身 ❸❸③
 6 ❺ ⑥ 南　　修二 30 大阪 １身 ②③①
 ７ ❸ ③ 市田佳寿浩 36 福井 １身1/2 ❸❻②
 ８ ❺ ⑦ 佐藤　友和 28 岩手 ３身 ❶❹③
 ９ ❹ ⑤ 村上　義弘 37 京都 ５身 ❷❽②

１　月　の　競　輪　開　催　日　程

函　館 　　　　休　止
青　森 　　　　休　止
いわき平 〔2～ 4〕（21 ～ 24）
弥　彦 　　　　休　止
前　橋 〔11～ 13〕（19 ～ 21）
取　手 　　　　休　止
宇都宮 〔1～ 3〕〔18 ～ 20〕
大　宮 （14～ 17）
西武園 （8 ～ 10）（25 ～ 27）
京王閣 （1 ～ 3）（28 ～ 30）
立　川 （4～ 7）
松　戸 〔11～ 13〕（25 ～ 27）
千　葉 〔12/31 ～ 2〕
川　崎 （18 ～ 20）
平　塚 （8 ～ 10）（21 ～ 23）
小田原 （2 ～ 4）〔27 ～ 29〕

伊　東 〔18～ 20〕（30 ～ 2/1）
静　岡 （2 ～ 4）（14 ～ 16）
豊　橋 （5 ～ 7）（18 ～ 20）
一　宮 （8 ～ 10）〔18～ 20〕
名古屋 （4 ～ 6）（21 ～ 23）
岐　阜 （12 ～ 14）〔28～ 30〕
大　垣 〔1～ 3〕
松　阪 〔11～ 13〕（19 ～ 21）
四日市 （ナ 8 ～ 10）（ナ 25 ～ 27）
富　山 　　　　休　止
福　井 　　　　休　止
奈　良 〔30～ 2/1〕
向日町 （14 ～ 16）（26～ 29）
和歌山 （8～ 11）（18 ～ 20）（23 ～ 25）
岸和田 〔1～ 3〕
玉　野 〔18～ 20〕（27 ～ 29）

広　島 （12/31 ～ 2）
防　府 （18 ～ 20）〔30～ 2/1〕
高　松 〔1～ 3〕
観音寺 〔8～ 10〕
小松島 （1 ～ 3）（20 ～ 22）
高　知 （12 ～ 14）
松　山 （ナ 15 ～ 17）〔ナ 22～ 24〕
小　倉 （ナ 2 ～ 4）〔ナ 11 ～ 13〕（M27・28）
別　府 （18 ～ 20）（30 ～ 2/1）
武　雄 〔1～ 3〕（8～ 10）
佐世保 （19 ～ 21）
久留米 〔ナ 18～ 20〕（ナ 29 ～ 31）
熊　本 （12 ～ 14）〔26～ 28〕

（注） １.　太字は F Ⅰ以上の開催をあらわす。（〔　〕はＦ Iを表す）
 ２.　太字のナはナイター競輪をあらわす。
 ３.　小倉のMはミッドナイト競輪をあらわす。
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選　手

登録事項の変更
（23JKA指導第 1号の 34　平成 23 年 11 月 25 日）

登録消除
（23JKA指導第 1号の 34　平成 23 年 11 月 25 日）

（4名） 登録消除日　平成 23 年 11 月 17 日

 佐賀  8304 16801 A2 西村　康博

 香川 10799 10872 A3 田渕　　徹

 愛媛 11316 18547 A3 山﨑　謙介

 群馬 12949 17008 A3 小山　浩史

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

同
（23JKA指導第 1号の 35　平成 23 年 12 月 2 日）

（9名） 登録消除日　平成 23 年 11 月 24 日

 香川  9325  9217 A3 船場　博之

 福島  9735 19067 A3 森　　人志

 福島 10167 18605 A2 房州　俊一

 千葉 10867 16033 A1 小島　博幸

 福島 11092  A3 風間　早志

 福島 11094 17674 A3 橋本　　豊

 福島 11775 18657 A3 安田　久一

 鹿児島 12332  A1 長崎　勝浩

 福島 13536  A3 皆川　　淳

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

同
（23JKA指導第 1号の 35　平成 23 年 12 月 2 日）

県内移動（5名） 適用日　平成 23 年 11 月 23 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 12802 宇澤　恵一 13562 石橋　裕幸
 14066 池田　勇人 14322 片岡　迪之
 14695 山口　　茂

県内移動（3名） 適用日　平成 23 年 11 月 30 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 10861 二　　正裕 14355 小酒　大司
 14595 瀧本　匡平

同
（23JKA指導第 1号の 36　平成 23 年 12 月 9 日）

県内移動（2名） 適用日　平成 23 年 12 月 7 日 

 登録番号 氏　　名 登録番号 氏　　名
 13367 中村　　賢 14558 松尾　　透

（2名） 登録消除日　平成 23 年 11 月 18 日

 長野  9961 19044 A2 藤本　達也

 千葉 12958 17482 A1 川名　　剛

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

（4名） 登録消除日　平成 23 年 11 月 22 日

 熊本 10250  A3 　田　淳二

 岡山 10679 10781 A3 宮元　隆浩

 広島 10916 12529 A3 岩田　直樹

 熊本 11450 18601 A3 藤村　照彦

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

（4名） 登録消除日　平成 23 年 11 月 25 日

 三重  9303 14659 A3 金濵　孝志

 宮城  9833 18578 A3 佐藤　義則

 熊本 10838  A3 岡　佳司郎

 和歌山 12022 12864 A3 生熊　真一

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号
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（1 名） 登録消除日　平成 23 年 12 月 6 日

 静岡 11365 15054 A3 飯沼　繁一

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

同
（23JKA指導第 1号の 36　平成 23 年 12 月 9 日）

（1名） 登録消除日　平成 23 年 12 月 2 日

 山口 12912 14410 A2 出見　実成

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

（1名） 登録消除日　平成 23 年 12 月 5 日

 和歌山 10327 10456 A1 石田　和雄

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

（8名） 登録消除日　平成 23 年 11 月 28 日

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

 埼玉  8614  A3 新井　正昭

 愛知  9550  A3 門田　康教

 栃木  9840 18459 A2 前原　正良

 静岡  9987 18907 A2 三上　金弥

 埼玉 10398 15765 A3 中村　健二

 神奈川 10749 11091 A2 久保　俊高

 栃木 10976  A3 福田　祐治

 和歌山 11521 14052 A3 井田　永吾

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（8名） 登録消除日　平成 23 年 11 月 29 日

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

 東京  9000 18900 A3 佐々木英昭

 熊本  9604 17912 A3 伊木　正明

 愛媛 10259 11409 S2 菊池　仁志

 広島 11049 11512 A3 森江　孝行

 熊本 11078 17566 A3 野　圭一

 石川 11275 18491 A2 吉川　祐二

 岐阜 11698 18232 A2 田中　三善

 静岡 12440 15056 A2 木部　孝美

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（2名） 登録消除日　平成 23 年 12 月 8 日

 福井 12018  A1 鈴木　一央

 山口 12301 13369 A2 三輪　直弘

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号

同
（23JKA指導第 1号の 37　平成 23 年 12 月 16 日）

（2名） 登録消除日　平成 23 年 12 月 13 日

 宮城  8972  A3 菅田　順和

 宮城 13674  A3 山﨑　陽祐

 府　県 登録番号 先頭誘導選手認定番号 級班 氏　　名

（注）適用条項は登録規則第 20 条 1 号
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審判員
登録消除

　「競輪審判員、選手および自転車登録規則」に基づき、
下記のとおり登録を消除しました。
 （23JKA競運第 59 号　平成 23 年 11 月 11 日）
（2名）

地区 登録
番号

認定
番号 氏名 消除日 適用条項

中日本 3465 B-257 太田　　理平成23年11月2日
登録規則
第 13 条
第 1号

中日本 3660 A-228 駒田　　徹平成23年11月2日
登録規則
第 13 条
第 1号

自 転 車

  
 

「競走車部品の認定に関する要領」及び「競走車部品認定基準」の一部改正について
（23JKA競運第 67 号　平成 23 年 12 月 14 日）

　平成 22 年第２回競輪政策決定会議において、女子選手による競輪を実施することが決定し、平成 23 年 7 月 1 日、
女子選手が使用するカーボン製フレームの検査基準等を定めた「自転車の検査の要領」及び登録するための基準
を定めた「競走車安全基準」が認可されたことを受け、カーボン製フレームに取り付ける競走車部品を認定する
ための基準等を追加する一部改正を行いました。
　また、昨今の自転車規格（ＪＩＳ規格又はＥＮ規格等）の変更を踏まえ、一部の競走車部品の認定基準につい
て所要の改正を行いました。
　施行日は平成 23 年 12 月 14 日。

競走車部品の認定に関する要領　新旧対照表
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○競走車部品認定基準 新旧対照表 

 

現 行 改正案 

 
本財団は、「競走車部品の認定に関する要領」４(1)の規定に基づき、この基準を定め

る。 

 
１ 適   用 

  この基準は、次に掲げる競走車を構成する部品の性能、強度等について規定する。 

 

 

番 号 部品名 番 号 部品名 

(１) ハンガ (４) ハンドルポスト 
（ハンドルステム）

(２) ヘッド (５) ギヤクランク 

(３) ハンドルバー (６) ペダル 

(７) トークリップ (12) スポーク 

(８) クリップバンド (13) リム 

 
（同 左） 
 
 
１ 適   用 

 この基準は、単式（1人乗り）競走車を構成する部品の性能、強度等について規

定する。 

 

 （削る） 

※第３項に一部を変更して記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （削る） 

※第３項に一部を変更して記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

競走車部品認定基準　新旧対照表　 　　

現　　行 改　正　案
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( )  (14)  

( )  (15)  

( )  (16)  

( )  (17)  

( )  (18)  

現　　行 改　正　案

現　　行 改　正　案
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現　　行 改　正　案
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現　　行 改　正　案

現　　行 改　正　案
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現　　行 改　正　案

現　　行 改　正　案

現　　行 改　正　案
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現　　行 改　正　案

現　　行 改　正　案
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現　　行 改　正　案



（22） 平成 23 年 12 月 31 日（土） 広 報 K E I R I N 競輪第 45 号

 16

 
 (13) リ ム 
  ア スポーク穴のピッチの最大差は４㎜とする。 
  イ 断面の形状は左右対称とし、その最大差は0.5 ㎜とする。 
   (ア) 車輪を下図のとおりハブ軸を固定し、リムの一点に350Ｎの力を30 秒間加

えたとき、車輪の屈曲等の破損が生じないものとする。 

 
   (イ) ハブ軸を下図のように固定し、リムの端面にハブ軸に直角に 1200Ｎの荷重

を静かに加えて 30 秒間放置し、荷重を取り除いたとき、永久ひずみ
・ ・ ・

は１㎜を

超えないものとする。 

 

 
 (14) リ ム 
  ア スポーク穴のピッチの最大差は2 ㎜とする。 
  イ （同 左） 

 （ア）（同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （イ）（同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15
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現　　行 改　正　案

現　　行 改　正　案
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  イ 下図のとおりサドルトップ上面が水平になるように固定したときの強度は次の

とおりとする。 
   (ア) Ａ点から120 ㎜の点に垂直に1000Ｎの荷重を静かに加えて30 秒間放置

し、荷重を取り除いたとき、舟線の固定にゆるみ
・ ・ ・

が生じないものとする。 
   (イ) Ａ点から120 ㎜の点に水平に500Ｎの荷重を静かに加えて30 秒間放置し、

荷重を除いたとき、舟線の固定にゆるみ
・ ・ ・

が生じないものとする。 
 

 
  
 
 
 
 

 
  イ （同 左） 
 

 （ア）（同 左） 
 
 

 （イ）（同 左） 
 
 
 
 
 
 （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17

 
  ウ ビード周長は、1,975 ㎜±15 とする。 
  エ スポーク穴の数は36 以上とする。 
 
 (14) サドル 

  ア 革製トップの厚さは３㎜以上で、引っ張り強さ25Ｎ／ ㎜
  ２

以上、伸び15％以上

とする。 
    合成樹脂製トップは、－20℃に30 分間保冷した後、直ちに下図のとおり取り

付け、質量８㎏の鋼球を750㎜の高さから落下させたとき、各部が破損しない

ものとする。 

 

 
  ウ ビード周長は、1,975±15 ㎜とする。 
  エ （同 左） 
 
 (15) サドル 

  ア （同 左）
 

 
 
 
 

 
 
 （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現　　行 改　正　案

現　　行 改　正　案
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(15) シートポスト 

  ア シートポストに下図のとおり試験用サドルを水平に取り付けたときの強度は次

のとおりとする。 
   (ア) Ａ点から120 ㎜の点に垂直に1000Ｎの荷重を静かに加えて２分間放置し、

荷重を取り除いたとき、押え金具の固定にゆるみ
・ ・ ・

が生じるなどの異状がない

ものとする。 
   (イ) Ａ点から120 ㎜の点に水平に500Ｎの荷重を静かに加えて２分間放置し、

荷重を取り除いたとき押さえ金具の固定にゆるみ
・ ・ ・

が生じるなどの異状がない

ものとする。 

 
 

  イ シートポストの強度は、サドル取付ボルトの各々を20Ｎ・m のトルクで締め付

けたとき、各部に割れ等の異状が生じないものとする。 
 

 
(16) シートポスト 

  ア （同 左） 
 

 （ア）（同 左） 
 
 
 

 （イ）（同 左） 
 
 
 
 
 （同 左） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  イ （同 左） 
 
 

現　　行 改　正　案

現　　行 改　正　案
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現　　行 改　正　案
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現　　行 改　正　案
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（30） 平成 23 年 12 月 31 日（土） 広 報 K E I R I N 競輪第 45 号

登録証記載事項の変更
　下記のとおり変更しました。

（23JKA競運第 66 号　平成 23 年 12 月 8 日）

1. 登録番号及び商標
 第 160 号　ブリヂストン
2. 製造業者
 埼玉県上尾市中妻 3-1-1
 ブリヂストンサイクル株式会社
3. 登録有効期間
 平成 21 年 8 月 1 日から平成 24 年 7 月 31 日まで
4. 変更事項（代表者）
 （旧）代表取締役社長　渡辺　恵次
 （新）代表取締役社長　竹内　雄二
5. 変更日
 平成 23 年 12 月 7 日

登録更新
　下記のとおり本財団登録自転車の登録を更新しました。

（23JKA競運第 68 号　平成 23 年 12 月 15 日）

平成 3年
1月 1日

初年度
登録日

2. 自転車の種類及び規格並びにその特徴
　　　　　競走車安全基準に適合する自転車　　　　
　　　　　（ラグ付きフレームのみ）
3. 登録有効期間
　　　　　平成24年 1月 1日から平成 26年 12月 31日まで

1. 登録更新自転車

登録番号

第 218 号 ボンバー
株式会社　鶴岡レーシング
代表取締役 鶴岡　英実
埼玉県ふじみ野市ふじみ野 1-1-39

商標 製造業者の氏名・住所

ボンバー

̶ヘッドマーク̶

ヘッドマークの変更
　下記のとおりヘッドマークを変更しました。

（23JKA競運第 69 号　平成 23 年 12 月 15 日）

昭和 39 年
8 月 1 日

初年度
登録日

2. 自転車の種類及び規格並びにその特徴
　　　　競走車安全基準に適合する自転車
3. 登録有効期間
　　　　平成21年 8月 1日から平成24年 7月 31日まで
4. 変更事項
　　　　ヘッドマーク
5. 変更年月日
　　　　平成24年 2月 1日
6. ヘッドマーク

1. 登録自転車

登録番号

第 160 号 ブリヂストン
ブリヂストンサイクル株式会社 
代表取締役社長　竹内 雄二
埼玉県上尾市中妻3-1-1

商標 製造業者の氏名・住所

新 旧
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あっせん

　開催状況
　　
　　G　 P　  平塚（０節）
　　G　Ⅰ 小倉（１節）
　　G　Ⅱ 平塚（０節） 
　　G　Ⅲ 伊東、広島、佐世保（３節）
　　F　Ⅰ  いわき平、前橋、大宮、西武園、京王閣、

立川、川崎、平塚、静岡、一宮、名古屋、
岐阜、豊橋、松阪、奈良、向日町、岸和田、
高松、松山、高知、小倉、久留米、熊本

 　 （24 節）
　　F　Ⅱ 32 競輪場 （40 節）

  合計　68 節

平成 23年 12 月開催出場あっせん概況表
平成 23 年 11 月 11 日

   Ｓ級 A級 合計
 総 人 員 820 2,434 3,254
 非 実 働 人 員 7 39 46
  実 働 人 員  813 2,395 3,208
  0 回 7 39 46
  1 回 12 8 20
  2 回 678 1,613 2,291
  3 回 123 776 899
 あっせん総数  1,737 5,562 7,299
 一人当たり平均 2.13 2.32 2.27 

区分 級班

  

回
数
別
人
員

あ
っ
せ
ん

平成 23年 12 月開催競輪選手需給状況表
平成 23 年 11 月 11 日

 北日本 54 91 0.59 117 205 0.57 45 80 0.56 162 285 0.57
 関　東 270 148 1.82 711 355 2.00 315 161 1.96 1.026 516 1.99
 南関東 351 131 2.68 540 255 2.12 270 105 2.57 810 360 2.25
 中　部 270 123 2.20 711 142 5.01 315 67 4.70 1,026 209 4.91
 近　畿 162 102 1.59 477 200 2.39 225 93 2.42 702 293 2.40
 中　国 99 52 1.90 252 146 1.73 180 52 3.46 432 198 2.18
 四　国 162 54 3.00 477 138 3.46 225 56 4.02 702 194 3.62
 九　州 369 112 3.29 477 240 1.99 225 100 2.25 702 340 2.06
 全国計 1,737 813 2.13 3,762 1,681 2.23 1,800 714 2.52 5,562 2,395 2.32　

一人当たり平均
あっせん回数 2.13 回 2.23 回 2.52 回 2.32 回

S　　　　　級

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級１・２班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級３班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級合計

依頼数 実働数
依頼数
実働数

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
　　　なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。

※あっせん本数に参入しない部分の依頼数を除く

平成 23年 12 月競輪出場あっせん状況
1.　開催状況（12 月あっせん対象節数）
 G　P 1 競輪場 0 節（平塚）
 G　Ⅰ 1 競輪場 1 節（小倉）
 G　Ⅱ 1 競輪場 0 節（平塚）
 G　Ⅲ 3 競輪場 3 節
   （伊東、広島、佐世保）
 F　Ⅰ 23 競輪場 24 節
   （いわき平、前橋、大宮、西武園、

京王閣、立川、川崎、平塚、静岡、
一宮、名古屋、岐阜、豊橋、松阪、
奈良、向日町、岸和田、高松、松山、
高知、小倉、久留米、熊本）

 F　Ⅱ 32 競輪場 40 節 

2.　 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）

 Ｓ　級 1,737 人
 A　級１・２班 3,762 人
 A　級３班 1,800 人
 合　計 7,299 人

3.　 級別選手１人当たり平均あっせん回数
 Ｓ　級 2.13 回
 A　級１・２班 2.23 回
 A　級３班 2.52 回

4.　あっせん選手の交流について
　実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級に
ついては南関東・中部・四国・九州地区、A級につい
ては中部・近畿・四国地区が高かった。
　このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対
応等も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行った。
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平成 24年１月開催競輪選手需給計画表
平成 23 年 11 月 11 日

備考　本表は、地区間の選手交流計画に資するため、各地区のあっせん需要数と実働選手数の対比を示したものである。
　　　なお、あっせん回数に算入されない競輪は依頼数から除いた。

 北日本 153 82 1.87 54 198 0.27 0 91 0.00 54 289 0.19
 関　東 360 153 2.35 432 325 1.33 175 176 0.99 607 501 1.21
 南関東 216 127 1.70 648 250 2.59 280 106 2.64 928 356 2.61
 中　部 216 103 2.10 702 151 4.65 315 71 4.44 1,017 222 4.58
 近　畿 306 97 3.15 270 191 1.41 105 104 1.01 375 295 1.27
 中　国 108 51 2.12 270 141 1.91 105 54 1.94 375 195 1.92
 四　国 162 64 2.53 378 127 2.98 140 57 2.46 518 184 2.82
 九　州 216 105 2.06 594 221 2.69 245 116 2.11 839 337 2.49
 全国計 1,737 782 2.22 3,348 1,604 2.08 1,365 775 1.76 4,713 2,379 1.98

一人当たり平均
あっせん回数 2.22 回 2.08 回 1.76 回 1.98 回

S　　　　　級

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級１・２班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級３班

依頼数 実働数
依頼数
実働数

A級合計

依頼数 実働数
依頼数
実働数

登録・認定数等
平成 23 年 12 月 1 日

項　目

登録選手数

先頭誘導
選 手 数   2,272 名

  3,200 名

現在数 摘　　　要

 S　級 A級
 819 名 2,381 名

 SS　　18 A １ 854
 S １　263 A ２ 832
 S ２　538 A ３ 695 

審 判 員 数

検 車 員 数

  763 名

 821 名

平成 24年１月競輪出場あっせん計画
1.　開催状況（１月あっせん対象節数）
 G　Ⅲ 5 競輪場 5 節
   （いわき平、大宮、立川、向日町、

和歌山）
 F　Ⅰ 22 競輪場 23 節
   （いわき平、前橋、宇都宮，松戸、

千葉、小田原、伊東、一宮、岐阜、
大垣、松阪、奈良、岸和田、防府、
玉野、高松、観音寺、松山、小倉、
武雄、久留米、熊本）

 F　Ⅱ 29 競輪場 39 節 

2.　 選手あっせん依頼数（あっせん回数に算入しない部
分の依頼数を除く）

 Ｓ　級 1,737 人
 A　級１・２班 3,348 人
 A　級３班 1,365 人
 合　計 6,450 人

3.　 級別選手１人当たり平均あっせん回数
 Ｓ　級 2.22 回
 A　級１・２班 2.08 回
 A　級３班 1.76 回

4.　あっせん選手の交流について
　実働選手に対するあっせん依頼数の比率は、S級に
ついては関東・近畿・四国地区、A級については南関東・
中部・四国・九州地区が高い。
　このため、あっせん回数の均等のほか、欠場時の対
応等も勘案のうえ、あっせん選手の交流を行う。



競輪第 45 号 平成 23 年 12 月 31 日（土） （33）広 報 K E I R I N
車 券 売 上 状 況


	広報KEIRIN45号（アタマ）04
	広報KEIRIN No.45_P03-30改03
	広報KEIRIN No.45_末尾03



